
佐世保市防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、犯罪の発生を未然に防ぐために防犯カメラを設置する町

内会（本市において町内会として設立されている一定の区域に居住する者の

地縁に基づいて形成された団体をいう。）又は地区自治協議会（以下「町内

会等」という。）に対し、予算の定める範囲内において、佐世保市防犯カメ

ラ設置事業費補助金を交付し、支援することにより、地域の防犯力の向上を

図り、もって市民が安全・安心に暮らすことができる社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「防犯カメラ」とは、犯罪の発生を未然に防ぐた

め、公道その他不特定多数の者が往来する公共の場（市が設置する施設を除

く。）を常時撮影するために設置された映像撮影機器であって、映像の記録

機能を有するものをいい、個人住宅、駐車場その他の私有財産の管理目的及

び特定個人の監視目的に設置されるものを除く。 

（補助金の交付） 

第３条 市は、防犯カメラを設置する町内会等に対し、佐世保市補助金交付規

則（平成１７年規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要綱の定めにより補助金を交付する。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、町内会

等が本市の区域内で実施する防犯カメラの設置に係る事業とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次のとおりとする。ただし、

補助の対象とすることができる防犯カメラの台数は、一の町内会等につき一

台を限度とし、係る経費についても同様とする。 

⑴ 防犯カメラ、専用柱その他防犯カメラと一体となって機能する機器 

（以下「防犯カメラ等」という。）の購入に要する経費 

⑵ 防犯カメラの設置を明示する表示板等（以下「表示板等」という。）に

要する経費 

⑶ 防犯カメラ等又は表示板等の設置に要する経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１とする。ただし、その額が

150,000円を超える場合は、150,000円とする。 

 



２ 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額とする。 

（事前協議） 

第７条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、市長に事前協議を申し入

れなければならない。なお、申し入れに際しては、次に掲げる書類を提出す

るものとする。 

⑴ 見積書の写し 

⑵ 防犯カメラの仕様がわかる書類 

⑶ 防犯カメラの配置図、設置図面及び現況写真 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、前条の書類に加え、規則

第３条に基づく補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請し

なければならない。ただし、第１号から第３号までに掲げる書類の添付にあ

っては、前条の規定により提出された書類に変更があった場合に限る。 

⑴ 見積書の写し 

⑵ 防犯カメラの仕様がわかる書類 

⑶ 防犯カメラの配置図、設置図面及び現況写真 

⑷ 防犯カメラの運用規程 

⑸ 防犯カメラを設置しようとする場所の管理者等の設置承諾書又は占用許

可等が得られていることがわかる書類 

⑹ 防犯カメラを設置することについて、町内会等における合意が形成され

ていることを示す書類 

⑺ 防犯カメラの撮影区域内全ての住民等の同意が形成されていることを示

す書類 

２ 補助金の交付を受けることができる回数は、一の町内会等につき一回まで

とする。ただし、補助金の交付を受けた年度から起算して６年を経過した場

合は、その限りではない。 

（補助金の交付決定及び通知） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助

金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付額を決定し、規則第４条に

基づき補助金の交付決定を行い、規則第６条に基づき補助金の交付の決定を

町内会等に通知するものとする。 

２ 前項の規定により、交付決定を受けた町内会等は、当該交付決定通知書に

記載された交付の条件の順守履行を誓約しなければならない。 

（事業の変更） 

第１０条 町内会等は事業の実施に関する内容に変更をしようとするときは、

規則第９条第２項第１号の規定により、市長に報告しなければならない。 



（実績報告等） 

第１１条 第９条の規定による交付決定の通知を受けた町内会等は、補助対象

事業の完了後速やかに、規則第１１条に基づく補助事業等実績報告書に次に

掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助対象事業に係る領収書等の写し 

⑵ 設置した防犯カメラ等の現況写真 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当であると認め

たときは、規則第１２条に基づき、交付すべき補助金の額を確定し、町内会

等に通知するものとする。 

（補助金等の交付） 

第１３条 前条の規定により通知を受けた町内会等は、補助金の交付を受けよ

うとするときは、規則第１４条に基づき、請求書を市長に提出しなければな

らない。 

 （財産の処分の制限） 

第１４条 規則第１８条に規定する市長の承認を受けようとする町内会等は佐

世保市防犯カメラ設置事業費補助金による取得財産等の目的外処分承認申請

書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

（補助金交付の取消等） 

第１５条 市長は、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた町内会等が次

の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、補助金の全部又

は一部の返還を命ずることができる。 

⑴ 補助金を受けることについて不正な行為があったとき 

⑵ 補助金を受けることが不適当と認められる事実があったとき。 

 （雑則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

以前にこの要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付、

交付決定の取消し及び補助金の返還については、同日後も、なおその効力を

有する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式（第１４条関係）     

 

佐世保市防犯カメラ設置事業費補助金による取得財産等の目的外処分承認申請書 

 

年  月  日  

 

（あて先）佐世保市長 

 

 

所在地 

団体名 

代表者名       

 

 

年度に交付された佐世保市防犯カメラ設置事業費補助金により取得（又は効

用が増加）した財産を、補助金の交付の目的に反して[使用・譲渡・交換・貸し

付け・担保]したいので、佐世保市補助金等交付規則第18条及び佐世保市防犯カ

メラ設置事業費補助金交付要綱第15条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 

 

１ 取得財産等の名称 

２ 取得財産等の概要 

３ 取得等に要した事業費及び補助金額 

４ 目的外処分の内容 

５ 目的外処分の理由 

６ 添付書類 

 


